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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　帯状金属材料を所定の形状に成形するロールフォーミングラインやチューブミルライン
など、所要材料に所要の成形を加えて製品製造する連続成形ラインの成形作業を検査し、
その検査結果に基づき、同成形作業への必要な補正制御を行うことができるようにするた
めの画像検査システムにおいて、
　前記連続成形ラインの使用者側である第１の場所に設置され、該連続成形ラインで行わ
れる成形作業が適正か否かを、成形中もしくは成形後の材料の形状の撮像データに基づき
検査する第１の画像検査装置と、前記連続成形ラインの提供者側である第２の場所であっ
て前記第１の場所から遠隔の地に設置され、前記連続成形ラインで行われる成形作業が適
正か否かを、成形中若しくは成形後の材料の形状の撮像データに基づき検査する第２の画
像検査装置と、を備え、
　前記第１の画像検査装置は、成形中若しくは成形後の前記材料を撮像する撮像手段と、
該撮像手段による撮像に基づき得られる撮像データと、あらかじめ記憶された第１の基準
画像データとを比較解析する第１の画像解析部と、を備え、その解析結果に基づいて前記
連続成形ラインにおける成形作業への必要な補正制御を行うものであり、
　前記第２の画像検査装置は、上記撮像手段による撮像に基づき得られる撮像データと、
あらかじめ記憶された第２の基準画像データとを比較解析する第２の画像解析部を備え、
　前記第１及び第２の画像検査装置を、電話回線を含む通信回線を介して接続し、前記第
２の画像検査装置による撮像データの解析処理を、前記第１の画像検査装置で行われたの
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と同様に行い、その解析結果に基づいて前記連続成形ラインにおける成形作業への必要な
補正制御を行うものであり、
　前記第１の画像検査装置が、同装置内に予め備えられている補正データを修正、追加す
るためのオペレータ用の入力手段を有し、
　前記第２の画像検査装置が、前記第１の画像検査装置内に予め備えられている補正デー
タを修正、追加するための補正手段を有する、ことを特徴とする画像検査システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像検査システムにおいて、前記第１の画像検査装置が、前記第１の
画像解析部における解析結果に基づき、前記成形ラインへの補正制御を行うための補正デ
ータを予め備え、前記解析結果に応じた補正データを選択して、それに基づき前記補正制
御を行うものであることを特徴とする画像検査システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の画像検査システムにおいて、前記第２の画像検査装置の前記補正手段
が、前記第２の画像解析部における解析結果に応じて前記第１の画像検査装置内に予め備
えられている補正データを修正、追加するためのオペレータ用の入力手段を有することを
特徴とする画像検査システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像検査システムにおいて、前記第２の画像検
査装置が、前記第２の画像解析部における解析結果に基づき、前記成形ラインへの補正制
御を行うための補正データを予め備え、前記解析結果に応じた補正データを選択して、そ
れに基づき前記補正制御を行うものであることを特徴とする画像検査システム。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一項に記載の画像検査システムにおいて、前記成形ライン
に供給される材料が長尺材料であり、前記第１及び第２の画像解析部が、成形を受けた当
該長尺材料の長さ方向で異なる位置での断面形状を解析することにより、同長尺材料の長
さ方向における反りや捻りを検査するものであることを特徴とする画像検査システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本発明は、アンコイラーより繰り出される帯状鋼板に、ロール成形を加え、所定断面の形
鋼を生産するロールフォーミングラインや、ロール成形・溶接を行って管を生産するチュ
ーブミルラインなど、所要材料に所要の成形を加えて製品製造を行う連続成形ラインにお
いて、その成形作業が適正に行われているか否かを検査するための検査システムに係り、
特に、成形中の材料若しくは成形後の材料を撮像し、その撮像データを、あらかじめ記憶
された記憶画像データと比較し、その差異を数値解析することにより検査を行う画像検査
システムに関する。
【０００２】
【技術的背景】
ロールフォーミングラインにおいては、アンコイラーより繰り出された帯状鋼板は、ロー
ル成形機により所定の形状に成形後、切断される。ロール成形機は、その成形ロールの微
妙な調整を必要とされる場合が多く、特に、材料の違い等による修正は、熟練を必要とす
ると言われている。また、熟練した者による調整においても、成形される形状が安定する
までには、多くの不良品が生じてしまう。
【０００３】
また、最近では、ロールフォーミングの前工程で、穴あけ加工を行う工程を含むラインが
増えているが、そのようなラインでは、ロール成形による成形寸法のバラツキや、波うち
等の問題が発生し易く、また、検査は製品が完成してからとなるので、ライン調整完了ま
でに多量の不良品が生じてしまう。
【０００４】
この種の問題を解決する為に、本願出願人は、成形された製品を撮像し、その撮像データ
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を、予め記憶された基準画像データと比較解析することにより、成形の良否判断を行う発
明につき出願を行った（特願２０００－２５４８７９）。しかし、この発明では、
撮像データが、基準画像データから予想している以上にずれている場合などには、その成
形ラインの使用者側による対応が困難であったり、不可能であったりすることがあり、同
成形ラインの設計設置を行った成形ライン提供者側の技術者が当該成形ラインへ出向き、
対応にあたる必要が生じる場合もあった。
【０００５】
【技術的解決課題】
本発明は、上記の如き点に鑑み、撮像データが、基準画像データから予想以上にずれてい
る場合などであっても、迅速適正に対応できるようにするための画像検査システムを提供
することを目的としている。
【０００６】
【解決のための手段】
すなわち、本発明に係る画像検査システムは、帯状金属材料を所定の形状に成形するロー
ルフォーミングラインやチューブミルラインなど、所要材料に所要の成形を加えて製品製
造する連続成形ラインの成形作業を検査し、その検査結果に基づき、同成形作業への必要
な補正制御を行うことができるようにするための画像検査システムであって、連続成形ラ
インの使用者側に設置され、該連続成形ラインで行われる成形作業が適正か否かを、成形
中もしくは成形後の材料の形状の撮像データに基づき検査する第１の画像検査装置と、上
記連続成形ラインの提供者側等、上記使用者側から遠隔の地に設置され、同連続成形ライ
ンで行われる成形作業が適正か否かを、成形中若しくは成形後の材料の形状の撮像データ
に基づき検査する第２の画像検査装置と、を備え、第１の画像検査装置は、成形中若しく
は成形後の上記材料を撮像する撮像手段と、該撮像手段による撮像に基づき得られる撮像
データと、あらかじめ記憶された基準画像データとを比較解析する第１の画像解析部と、
を備え、その解析結果に基づいて上記連続成形ラインにおける成形作業への必要な補正制
御を行うことができるようにされており、第２の画像検査装置は、撮像手段による撮像に
基づき得られる撮像データと、あらかじめ記憶された基準画像データとを比較解析する第
２の画像解析部を備え、第１及び第２の画像検査装置を電話回線、イーサネット（登録商
標）等の通信回線を介して接続可能とし、第２の画像検査装置による撮像データの解析処
理を行い、その解析結果に基づいて上記連続成形ラインにおける成形作業への必要な補正
制御を行いことができるようにしたことを特徴とする。
【０００７】
第１の画像検査装置は、第１の画像解析部における解析結果に基づき、成形ラインへの補
正制御を行うための補正データを予め備え、解析結果に応じた補正データを選択して、そ
れに基づき上記補正制御を行うことができるようにすることができる。
【０００８】
第１の画像検査装置は、同装置内に予め備えられている補正データを、オペレータが修正
、追加を行うための入力手段を有するようにすることができる。
また、第２の画像検査装置が、第１の画像検査装置内に予め備えられている補正データを
修正、追加するための補正手段を有するようにすることもできる。
【０００９】
第２の画像検査装置の上記補正手段が、第２の画像解析部における解析結果に応じてオペ
レータが、第１の画像検査装置内に予め備えられている補正データを修正、追加するため
の入力手段を有するようにすることができる。
【００１０】
第２の画像検査装置が、第２の画像解析部における解析結果に基づき、成形ラインへの補
正制御を行うための補正データを予め備え、解析結果に応じた補正データを選択して、そ
れに基づき上記補正制御を行うことができるようにすることができる。
【００１１】
成形ラインに供給される材料が長尺材料である場合、上記第１及び第２の画像解析部が、
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成形を受けた当該長尺材料の長さ方向で異なる位置の断面形状を解析することにより、同
長尺材料の長さ方向における反りや捻りを検査することができるようにすることができる
。
【００１２】
【発明の実施形態】
以下、本発明に係る画像検査システムをロールフォーミングラインに適用した場合の実施
形態につき説明する。
【００１３】
図１に示すロールフォーミングライン１は、円筒状にまかれた帯状鋼板１１から鋼板１０
を(図１において右方向に)繰り出すアンコイラー１１と、このアンコイラー１１からの鋼
板１０を所定の断面形状に成形するロール成形機１２と、このロール成形機１２によって
所定の形状に成形された鋼板１０を所定の長さに切断する走行切断機１３とを備えている
。
ロール成形機１２は、鋼板の移送方向に沿って並べられた複数の成形ロール部１４を有し
ており、鋼板１０は、この複数の成形ロール部１４を通されることによって所定の形状に
成形される。
上記走行切断機１３は、所定の形状に成形された鋼板１０と同じ速度で走行しながら、同
鋼板を所定長さに切断する。
本発明は、このようなロールフォーミングライン１において成形される鋼板を撮像し、そ
の撮像データを基に当該ラインでの成形作業が適正に行われているか否かを判断する画像
検査システムを提供するものであるが、図１に示す例では、鋼板の撮像を行うカメラ１５
は、鋼板１０が成形機１２を通過した、すなわち、成形作業が完了した時点での鋼板を撮
像する位置とされている。このカメラの位置は、検査目的に応じて所要の位置に設定する
ことができ、また、図１では１個のカメラのみを示しているが、複数設定し、種々の角度
から撮像することが好ましい。
本発明に係る画像検査システムは、図２に示す如く、成形ライン１の使用者側に設置され
る第１の画像検査装置３０と、使用者側から遠隔の地にある、成形ライン提供者側に設置
される第２の画像検査装置４０とを備え、両画像検査装置３０、４０は、電話回線やイー
サネット（登録商標）などの既存の通信回線を通して接続可能とされている。
第１の画像検査装置３０は、カメラ１５によって撮像された撮像データを間欠的に取得処
理する画像処理部１７と、画像処理部で処理された撮像データを基準画像データと比較し
、その差異を数値解析する画像解析部１８と、基準画像データや、画像解析部１８による
解析結果に応じてロールフォーミングラインでの成形への必要な補正を指示するための補
正データなどを記憶する記憶部(図示せず)と、を備える。画像処理部１７は、カメラによ
って撮像されたデータから、成形された鋼板の輪郭形状に関するデータを抽出する処理を
行う。図３及び図４は、鋼板を溝形鋼に成形する場合の、輪郭形状データ及び基準画像デ
ータを画像として、画像解析部のモニター画面上に表示している例を示している。
第２の画像検査装置４０は、図２においては、その外観のみを示しているが、第１の画像
検査装置３０と同様に、撮像データを処理する画像処理部と、記憶部と、画像解析部とを
備えている。
【００１４】
図５は、上記画像検査システムによる検査作業のフローチャートを示している。
通常の検査作業は、成形ライン使用者側の第１の画像検査装置３０に基づき行われる。
先ず、カメラ１５は、成形された鋼板を連続的に撮像する。
画像処理部１７は、撮像データを間欠的に取得し、成形鋼板の輪郭を表す輪郭形状データ
とし（ステップ6１）、該輪郭形状データは基準画像データと比較され（ステップ6２）、
輪郭形状データの基準画像データからの差異（ズレ）が、許容範囲内であれば(図3)、ス
テップ６１に戻り、同じ作業が繰り返され、ロールフォーミングラインに何らの修正も行
わずに成形作業が続けられる。
【００１５】
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輪郭形状データの基準画像データからの差異が、許容範囲を超えるものである場合には（
図4）、どの部分がどれだけ許容範囲を超えて変形しているかの数値的解析を行い（ステ
ップ６４）、それに基づき、記憶部に予め記憶された補正データから最適なデータを選択
し(ステップ６５)、選択された補正データを切断機制御部、成形機制御部、あるいは、フ
ィーダー制御部に送信する(ステップ６６)。
それぞれの制御部では、補正データを受信し(ステップ７０)、所要の補正を開始する（ス
テップ７１）。補正データは、成形形状の変化のパターン（例えば幅方向の寸法ずれ、成
形角度の変化など）ごとに多数用意することができる。
【００１６】
予め記憶された補正データが適正でなかった場合、不足していた場合等には、成形ライン
使用者側のオペレータが入力手段（図示せず）を介して、補正データを修正、追加するこ
とができるようになっている。
【００１７】
しかし、成形された鋼板が、基準の形よりも予想を超える変形を受けていた場合などには
、成形ライン使用者側のオペレータによる対応が困難であったり不可能であったりする場
合がある。本発明に係る画像検査システムにおいては、そのような場合に、成形ラインで
の撮像データを、成形ライン提供者側の画像検査装置で受信して、成形ライン提供者側の
オペレータが画像解析を行って、成形ラインにおける成形作業への必要な補正制御をする
ことができるようになっている。
【００１８】
すなわち、そのような場合においては、成形ライン提供者側の画像検査装置４０と成形ラ
イン使用者側の画像検査装置３０とを接続状態とし（ステップ５０）、カメラからの撮像
データを成形ライン提供者側の画像検査装置４０に供給し、第１の画像検査装置３０で行
われたと同様の画像検査作業が行われ（ステップ６１’－６６’）、必要な補正データを
第１の画像検査装置３０に送信し、それに基づき、該画像検査装置内の補正データの修正
、追加や、成形ラインでの成形作業への必要な補正制御が行われる。この場合、どの部分
がどれだけ変形しているかを解析できた段階（ステップ６４’）において、その解析結果
を成形ライン使用者側のオペレータに伝えて、同オペレータにより第１の画像検査装置に
おける補正データの修正、追加等を行うようにすることもできる。また、異常変形の原因
が例えば成形ロールの磨耗によるものであることが分かれば、それを第１の画像検査装置
のオペレータに伝えて、同成形ロールの交換を行うようにすることもできる。
【００１９】
上述したように、本発明に係る画像検査システムでは、成形ラインでの成形作業を連続的
に行いながら、同ラインにおける必要な補正を行うものであるため、単に、成形される鋼
板の断面形状の検査を行うだけでなく、同鋼板の長さ方向での反りや捻れをも検査補正す
ることができる。すなわち、図４に示す例で述べるならば、成形された溝形の鋼板の一断
面の輪郭形状を示すa'-b'-c'-d'における溝形の底辺輪郭b'-c'が、基準となるb-cから浮
き上がっており、長さ方向での反りが生じていることが分かり、また、b'-c'が左右方向
で傾斜していることから、捻れが生じていることが分かるが、本発明では、この輪郭形状
a'-b'-c'-d'を基準画像a-b-c-dに一致させるように移動することにより、その移動量を測
定することができ、同様の測定を、成形された溝形の鋼板の他の断面について行うことに
より、それらの断面間の距離及び上記測定した移動量に基づき、当該鋼板の反りや捻りの
程度を解析することができる。
【００２０】
【発明の効果】
本発明に係る画像検査システムは、上述の如きものであり、成形ライン提供者側（ロール
フォーミングライン提供者側）に設置された画像検査装置により、被成形品の形状を画像
解析できる為、例えば成形された形状が予想を超えたような場合であって成形ライン使用
者側では対応が困難であったり不可能であったりした場合に、成形ライン提供者側で対応
し（すなわち、画像解析を行い）、それに基づき、成形ライン使用者側へ当該成形ライン
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への補正方法等の指示を与え、所要の補正を行うようにすることができる。
【００２１】
また、そのような場合、成形ライン提供者側の画像検査装置により、成形ライン提供者側
の画像検査装置から成形ライン使用者側の画像検査装置に、成形ラインの成形作業への補
正を指令する補正データの追加、あるいは修正を行うことも可能である。
【００２２】
さらに、成形ライン提供者側のオペレータが、その画像検査装置からを成形ラインを遠隔
操作することができる。すなわち、オペレータは設備提供者側の画像検査装置のモニター
画面等を見ながら、リアルタイムで成形ラインにおける必要な補正作業を行いことができ
る。
【００２３】
更に、成形される材料が長尺材料である場合には、成形の際に当該材料に生じる反り、あ
るいは、捻りを検査することが可能である。この反りや捻りの検査は、専用のカメラを設
ける必要が無く行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像検査システムが用いられるロールフォーミングラインの側面図
である。
【図２】本発明に係る画像検査システムのブロック図である。
【図３】同画像検査システムにおける画像処理部のモニター画面に画像として表された撮
像データと基準画像データを示す図である。
【図４】図３と同様に画像として表された撮像データと基準画像データを示す図である。
【図５】同画像検査システムにおいて行われる画像処理及びそれに基づく制御のフローチ
ャートである。
１：ロールフォーミングライン
１５：撮像手段（カメラ）
１７：画像処理部
１８：画像解析部
２０：切断機制御部
２１：成形機制御部
２２：フィーダ制御部
３０：第１の画像検査装置
４０：第２の画像検査装置
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【図５】



(8) JP 4073670 B2 2008.4.9

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｂ２１Ｃ  51/00     (2006.01)           Ｂ２１Ｃ  51/00    　　　Ｌ          　　　　　
   Ｇ０６Ｔ   1/00     (2006.01)           Ｂ２１Ｃ  51/00    　　　Ｑ          　　　　　
   　　　　                                Ｇ０６Ｔ   1/00    ３００　          　　　　　

(72)発明者  八田　浩之
            岡山県英田郡英田町三保原　６７８　株式会社　英田エンジニアリング内

    審査官  横林　秀治郎

(56)参考文献  特開平０４－３１９０７９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－２９３６７０（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－３４６６３０（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－２１０２０６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０７１９３３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－０６１９４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－００１８８８（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０５５６３７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－０７７６００（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－２２９８７４（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０６６６２７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－０６５９５９（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G01B  11/00
              G01B   5/00-7/34
              G01B  11/00-30
              G01B  21/00-32
              G08C  19/00
              G06T   1/00
              B21C  37/08
              B21C  51/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

